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く

南
朝
朱
の
歴
史
を
記
し
た
朱
書
が
梁
の
沈
約
の
撰
（
靭
郊
剛
）
で
、
正
史
の
一
で
あ
る
こ
と
は
》
」
こ
に
改
め
て
申
す
ま
で
も
な
い
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
巻
一
一
一
五
か
ら
巻
一
一
一
八
ま
で
が
州
郡
志
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
巻
一
一
一
六
と
巻
一
一
一
七

に
、
後
に
掲
げ
る
例
で
見
る
如
く
、
左
郡
。
左
県
と
附
加
さ
れ
た
郡
名
県
名
が
多
数
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
左
」
が

左
・
右
と
対
称
的
に
使
用
さ
れ
る
場
合
の
左
で
な
い
こ
と
は
右
郡
・
右
県
の
例
が
全
く
見
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る

が
、
し
か
も
そ
れ
が
多
数
見
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
殊
な
郡
県
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
煩
雑
で
は
あ
る
が
、
論
述
の
必
要
上
、
次
に
左
郡
・
左
県
の
例
を
列
挙
す
る
。
説
明
の
便
宜
の
た
め
符
号
を
附
す
る
こ
と
と
す

る
。朱書燗一一一州郡二

③
南
子
州
の
条
、
臓
江
郡
の
一
一
一
属
県
の
中
の

始
新
。
今
。
永
初
郡
国
何
竝
無
。
徐
有
。

⑪
南
子
州
の
条
、
晋
煕
郡
の
五
属
県
の
中
の

太
湖
左
県
。
長
。
女
帝
元
嘉
二
十
五
年
。

⑥
南
子
州
の
条
、

宋
書
州
郡
志
に
見
え
る
左
郡
・
左
県
の
「
左
」
の
意
味
に
つ
い
て

(C）

宋
書
州
郡
志
に
見
え
る
左
郡
・
左
縣
の

「
左
」
の
意
味
に
つ
い
て

）

｜
と
し
て
、

始
新
左
県
。
明
帝
泰
始
三
年
立
。

｜
と
し
て
、

以
予
部
蛮
民
。
立
太
湖
呂
亭
一
一
県
。
晋
煕
後
省
。
明
帝
太
始
二
年
復
立
。

河
原
正
博

一

一

一

九
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法
政
史
学
第
一
四
号

四
○

南
陳
左
郡
。
太
守
。
少
帝
景
平
中
省
此
郡
。
以
宋
民
度
属
南
梁
汝
陰
郡
。
而
永
初
郡
国
無
。
未
詳
。
孝
建
二
年
以
蛮
戸
復

立
。
分
赤
官
左
県
為
蓼
城
左
県
。
領
県
二
楽
疑
大
明
八
年
省
郡
。
即
名
為
県
。
属
陳
左
県
。

(d）(e）(f）g）

⑪
司
州
の
条
、

南
子
州
の
条

光
城
左
郡
。
太
守
。
永
初
郡
国
何
徐
竝
無
。
按
起
居
注
。

立
。
八
年
復
省
。
後
復
立
。

南
子
州
の
条
、

（
１
）

辺
城
左
郡
。
太
守
。
女
帝
元
嘉
二
十
五
年
。
以
予
部
蛮
民
。
立
茄
由
楽
安
光
城
毫
舂
婁
辺
城
史
水
開
化
辺
城
七
県
。
属
稔
陽

（
２
）

郡
。
徐
志
有
辺
城
両
領
雲
婁
史
水
開
化
辺
城
両
県
。
大
明
八
年
復
省
為
県
。
属
七
陽
。
後
復
立
。
領
県
四
・
｜
Ｐ
四
百
一
十

七
。
口
二
千
四
百
七
十
九
。

茄
由
。
令
。

光
城
。
令
。
此
三
県
徐
志
属
七
陽
。

江
州
の
条
、
南
新
察
郡
の
四
属
県
の
一
と
し
て
、

陽
唐
左
県
。
令
。
孝
武
大
明
八
年
立
。

司
州
の
条
、
義
陽
郡
の
七
属
県
の
一
と
し
て
、

環
水
。
長
。
永
初
郡
国
何
徐
並
無
。
明
帝
泰
始
三
年
度
属
宋
安
郡
。
後
省
宋
安
還
此
。
宋
安
本
県
名
。
孝
武
大
明
八
年
省
義

陽
郡
所
統
東
随
二
左
郡
。
立
為
宋
安
県
。
属
義
陽
。
門
帝
立
為
郡
。

辺史開雲
城水化婁
。。。◎

令令令令
。。｡。

楽
安
。
令
。

二
漢
属
臘
江
。
晋
太
康
地
志
云
属
安
豊

大
明
八
年
省
光
城
左
郡
。
為
県
七
陽
。
疑
是
大
明
中
分
七
陽
所

Hosei University Repository



③
湘
州
の
条
、
始
建
国
の
七
属
県
の
一
と
し
て
、

楽
化
左
。
今
。
末
末
立
。

以
上
、
宋
書
州
郡
志
に
見
え
る
左
郡
及
び
左
県
に
関
す
る
諸
例
を
掲
げ
た
が
、
こ
こ
で
州
郡
志
に
お
け
る
州
・
郡
・
県
の
記
述
の
形
式

に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
州
の
名
を
掲
げ
、
つ
い
で
そ
の
州
が
領
す
る
郡
を
順
次
に
挙
げ
、
又
、
郡
で
は
同
じ
く
そ

の
領
す
る
県
を
列
挙
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
郡
名
及
び
県
名
の
下
に
、
｜
彙
郡
あ
る
い
は
県
と
云
う
字
を
附
加
し
て
な
い
Ｉ

た
だ
県
名
が
一
宇
の
場
合
に
は
県
と
云
う
字
を
附
加
し
て
あ
る
ｌ
・
他
の
正
史
の
地
理
志
の
場
合
に
も
属
県
は
名
前
だ
け
掲
げ
て
、
一

念
県
と
云
う
字
を
つ
げ
な
い
の
で
あ
る
が
、
宋
書
、
州
都
志
の
左
郡
・
左
県
の
場
合
に
は
ｌ
南
斉
書
州
郡
志
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
‐

ｌ
た
だ
③
の
一
例
を
除
い
て
、
皆
、
県
名
は
勿
論
、
郡
名
に
も
左
県
、
左
郡
と
必
ず
県
・
郡
の
字
が
附
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形

宋
書
州
郡
志
に
見
え
る
左
郡
・
左
県
の
「
左
」
の
意
味
に
つ
い
て

四
一

二
。
一
戸
六

朱
書
蝋
三
州
郡
三
、

⑪
荊
州
の
条
、

荊
州
。
刺
史
。
漢
治
武
陵
。
．
…
：
…
女
帝
世
又
立
宋
安
左
郡
。
領
拓
辺
綏
慕
楽
寧
慕
化
仰
沢
革
音
帰
徳
七
県
。
後
省
。
…
…

③
郵
州
の
条
、
西
陽
郡
の
十
属
県
の
中
で
、

薪
水
左
県
。
長
。
女
帝
元
嘉
二
十
五
年
以
予
部
蛮
民
立
建
昌
南
川
長
風
赤
亭
魯
亭
陽
城
．
蛯
波
遷
溪
東
丘
東
安
西
安
南
安
房
田

希
水
高
波
直
水
薪
水
滑
石
十
八
県
。
属
西
陽
。
孝
武
八
年
。
赤
亭
彰
波
併
陽
城
。
其
余
不
詳
何
時
省
。

東
安
左
県
。
長
。
前
廃
帝
永
光
元
年
復
以
西
陽
薪
水
直
水
希
水
三
屯
為
県
。

建
寧
左
県
。
長
。
孝
武
大
明
八
年
省
建
寧
左
郡
為
県
。
属
西
陽
。
徐
志
有
建
寧
県
。
当
是
此
。
後
為
郡
。

陽希建
城水寧
左左左
県県県
◎。。

陽
。

安
陸
。
太
守
。
孝
武
孝
建
元
年
分
江
夏
立
。
属
部
州
。
後
廃
帝
元
徽
四
年
度
司
州
。
徐
志
有
安
蛮
県
。
永
初
郡
国
何
並
無
。

当
是
何
志
。
後
所
立
尋
為
郡
。
孝
武
大
朋
八
年
。
省
為
県
。
属
安
楽
。
明
帝
泰
始
初
。
叉
立
為
左
郡
。
宋
末
又
省
。
領
県

一
一
。
戸
六
千
四
十
三
。
口
一
一
万
五
千
八
十
四
。
去
京
都
水
一
一
千
一
一
一
百
。

長長長長
ＣＯ｡。

（
３
）

本
属
建
寧
左
郡
。
孝
武
・
大
明
八
年
。
省
西
陽
之
赤
亭
陽
城
彰
城
一
一
一
県
。
併
建
寧
之
陽
城
県
而
以
県
属
西
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法
政
史
学
第
一
四
号

四
二

式
の
上
か
ら
云
っ
て
も
、
左
郡
・
左
県
が
他
の
郡
県
と
何
か
異
っ
た
特
殊
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
⑪
例
の
太
湖
左
県
の
条
を
み
る
と
、

女
帝
元
嘉
一
一
十
五
年
。
以
予
部
蛮
民
。
立
太
湖
呂
亭
二
県
。

と
あ
る
如
く
、
太
湖
左
県
が
予
州
部
の
蛮
民
を
も
っ
て
立
て
ら
れ
た
県
で
あ
る
こ
と
が
判
る
し
、
叉
、
⑥
例
で
見
る
如
く
、
辺
域
左
郡
の

条
で
も
、

女
帝
元
嘉
二
十
五
年
。
以
予
部
蛮
民
。
立
茄
由
・
楽
安
・
光
城
・
雲
婁
・
〔
辺
城
〕
・
史
水
・
開
化
・
辺
城
七
県
。

と
あ
っ
て
、
同
じ
く
辺
城
左
郡
も
予
州
の
蛮
民
を
も
っ
て
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
知
る
し
、
更
に
ま
た
③
例
の
薪
水
左
県
の
条
で
も
、
予
州

の
蛮
民
を
も
っ
て
薪
水
県
等
の
十
八
県
が
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
左
郡
・
左
県
の
設
立
が
蛮
民

と
関
連
あ
る
ら
し
い
こ
と
は
充
分
に
推
測
さ
れ
る
が
、
列
挙
し
た
他
の
例
で
は
こ
の
よ
う
な
記
事
が
な
い
故
、
先
ず
別
の
面
よ
り
、
即
ち

（
４
）

左
郡
・
左
県
の
所
在
地
が
ど
の
よ
う
な
地
域
に
互
っ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
推
測
を
確
か
め
る
道
と
し
よ
う
。

例
③
の
始
新
左
県
が
臓
江
郡
の
三
属
県
の
一
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
が
、
他
の
一
一
県
と
は
衛
県
と
録
県
と
で
あ

る
。
後
魏
の
鄭
道
元
の
水
経
注
譜
三
、
批
水
の
条
を
み
る
と
、
経
文
に
、

批
水
出
臘
江
樗
県
西
南
霊
山
東
北
。
東
北
過
六
県
東
。

と
あ
っ
て
、
批
水
が
臓
江
郡
鶯
県
西
南
に
あ
る
霊
山
の
東
北
よ
り
出
て
、
東
北
流
し
て
六
県
の
東
を
過
ぎ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。
こ
の
批
水
は
読
史
方
輿
紀
要
勝
鮓
欣
、
六
安
州
の
条
に
見
え
る
如
く
、
現
在
の
、
潅
水
上
流
の
稗
水
で
あ
る
が
、
同
紀
要
同
巻
の

窪
山
県
の
条
に
よ
る
と
、
震
山
は
霊
山
県
の
南
に
あ
り
、
又
、
鶯
城
は
郡
治
で
震
山
県
の
東
北
三
十
里
に
あ
り
と
述
べ
て
い
る
。
祷
県

は
安
徽
省
窪
山
県
の
東
北
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
録
県
も
同
紀
要
総
二
謄
州
府
の
録
城
県
の
条
に
あ
る
如
く
、
今
の
奇
城
で
あ
ろ
う
。

問
題
の
、
も
う
一
つ
の
属
県
で
あ
る
始
新
左
県
の
地
点
は
判
明
し
な
い
が
、
他
の
一
一
属
県
の
位
置
か
ら
考
え
て
、
大
別
山
の
東
北
麓
地

域
で
あ
る
こ
と
は
誤
り
あ
る
ま
い
。

(二）
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次
に
⑪
の
太
湖
左
県
は
晋
煕
郡
の
属
県
で
あ
る
。
こ
の
晋
煕
郡
は
安
徽
省
安
慶
を
治
所
と
し
た
郡
で
、
太
湖
左
県
は
読
史
方
輿
紀
要

総
二
江
南
八
太
湖
県
の
条
に
あ
る
如
く
、
今
日
の
太
湖
県
で
あ
る
。
叉
、
太
湖
県
と
共
に
立
て
ら
れ
た
呂
亭
県
は
、
同
紀
要
に
よ
る
と
、

桐
城
県
の
北
に
あ
る
呂
亭
で
あ
る
。

⑥
の
南
陳
左
郡
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
属
県
に
蓼
城
左
県
が
あ
る
・
水
経
注
錨
三
決
水
の
条
の
注
文
に
、

決
水
自
県
西
北
流
。
逗
蓼
県
故
城
東
。
叉
浬
其
北
。
…
…
世
謂
之
史
水
。
…
…
潅
水
東
北
暹
蓼
県
故
城
西
。
而
北
注
決
水
。

と
あ
る
が
、
決
水
即
ち
史
水
は
現
在
の
史
河
で
あ
る
故
、
読
史
方
輿
紀
要
憐
五
河
南
五
、
固
始
県
の
条
に
「
県
北
七
十
里
有
蓼
城
岡
」
と

あ
る
の
と
考
え
合
せ
て
、
蓼
城
左
県
も
安
徽
省
固
始
県
の
北
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
赤
官
左
県
を
分
け
て
、
蓼
城
左
県
と
為
し
た
と
云
う

の
で
あ
る
か
ら
、
赤
官
左
県
も
固
始
県
の
北
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

⑥
の
辺
城
左
郡
・
こ
の
属
県
は
四
つ
で
、
雲
婁
・
開
化
・
史
水
・
辺
城
で
あ
る
が
、
水
経
注
粥
一
一
一
決
水
の
経
文
に
、

決
水
出
臓
江
雲
婁
県
南
大
別
山
。
北
過
其
県
東
。
又
北
過
安
豊
県
東
。

と
あ
り
、
属
県
の
一
で
あ
る
雲
婁
県
が
決
水
即
ち
何
の
蓼
城
左
県
で
前
に
説
明
し
た
史
水
、
の
上
流
に
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
し
、

叉
、
属
県
の
一
で
あ
る
安
豊
県
も
そ
の
流
域
に
あ
る
こ
と
を
知
る
。
叉
、
属
県
の
一
で
あ
る
史
水
県
も
、
史
水
と
関
連
あ
る
も
の
で
あ
ろ

う
か
ら
、
辺
城
左
郡
は
史
水
流
域
の
地
で
あ
っ
た
ろ
う
。

㈲
の
光
城
左
郡
の
属
県
は
楽
安
・
茄
由
・
光
城
の
三
県
で
あ
る
が
、
こ
の
三
県
は
既
に
⑥
の
辺
城
左
郡
の
条
に
掲
げ
た
七
県
の
中
に
見

た
も
の
で
あ
る
故
、
光
城
左
郡
は
辺
城
左
郡
に
接
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
水
経
注
惜
一
一
一
准
水
の
注
の
女
に
、

准
水
又
東
北
合
黄
水
。
水
出
黄
武
山
。
東
北
流
。
…
…
黄
水
叉
東
逵
晋
西
陽
城
南
。
叉
東
逵
光
城
南
光
城
左
郡
治
。

と
あ
っ
て
、
光
城
左
郡
が
黄
水
即
ち
演
河
流
域
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
読
史
方
輿
紀
要
悩
五
河
南
五
に
も
あ
る
如
く
、
光
城
左
郡
は

黄
水
の
光
山
県
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
同
紀
要
に
よ
る
と
楽
安
は
光
山
県
の
西
、
又
、
茄
由
城
は
県
南
六
十
里
に
あ
る
と
云
う
か
ら
、
光

城
左
郡
は
光
山
県
を
中
心
と
し
た
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
と
な
る
。
前
に
見
た
辺
城
左
郡
の
西
隣
に
あ
た
る
こ
と
と
な
り
⑥
の
辺
城
左
郡
の

七
県
の
中
に
見
え
た
三
県
が
そ
の
属
県
で
あ
る
こ
と
と
考
え
合
せ
て
両
郡
が
互
に
関
連
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。

㈹
の
南
新
察
郡
の
陽
唐
左
県
の
位
置
は
判
明
せ
ぬ
が
、
他
の
属
県
で
あ
る
苞
信
県
に
つ
い
て
は
、
水
経
注
倦
三
潅
水
の
注
に
、

黄
水
又
東
北
入
於
准
。
謂
之
黄
口
。
准
水
叉
東
逼
褒
信
県
故
城
南
而
東
流
注
也
。

宋
書
州
郡
志
に
見
え
る
左
郡
・
左
県
の
「
左
」
の
意
味
に
つ
い
て

四
三
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（
５
）

㈲
の
義
陽
郡
環
水
県
の
条
に
見
え
る
東
随
左
郡
で
あ
る
が
、
義
陽
郡
は
水
経
注
倦
三
准
水
の
注
に
、

故
経
云
東
北
過
桐
柏
也
潅
水
叉
東
遥
義
陽
県
…
…
又
遜
義
陽
県
故
城
南
義
陽
郡
治
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
桐
柏
山
を
過
ぎ
る
准
水
の
流
域
に
あ
っ
て
、
信
陽
の
近
く
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
読
史
方
輿
紀
要
憎
五
河
南
五
羅
山

県
の
条
で
、
礼
山
城
に
注
し
て
「
在
県
西
南
。
劉
宋
時
東
随
左
郡
地
也
」
と
あ
る
故
、
東
随
左
郡
は
羅
山
県
の
西
南
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
又
、
こ
の
郡
は
宋
安
県
と
な
っ
た
と
云
う
の
で
あ
る
が
、
同
紀
要
、
同
巻
、
光
山
県
の
条
に
、
宋
安
城
の
注
と
し
て
「
在
県
西
南
。

本
楽
寧
県
地
」
と
あ
っ
て
、
東
随
左
郡
が
光
山
県
の
西
南
に
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
て
、
さ
き
に
見
た
方
向
と
も
合
致
し
て
い
る
。
さ

ら
に
ま
た
、
読
史
方
輿
紀
要
徽
七
湖
広
一
一
一
の
応
山
県
の
条
に
、
宋
安
城
に
注
し
て
、
「
在
県
東
北
。
劉
宋
分
義
陽
郡
立
東
随
左
郡
。
大
明

八
年
省
為
宋
安
県
」
と
あ
る
如
く
、
東
随
左
郡
は
応
山
県
の
東
北
に
あ
た
る
わ
け
で
、
こ
れ
と
も
合
致
し
て
い
る
。
な
お
、
宋
安
城
が
楽

寧
県
の
地
で
あ
る
と
の
紀
要
の
文
は
、
宋
安
左
郡
を
考
察
す
る
時
に
触
れ
る
故
、
附
言
し
て
お
く
。

⑪
の
安
陸
左
郡
で
あ
る
が
、
安
陸
郡
は
水
経
注
埼
一
一
一
損
水
の
条
に
経
文
と
し
て
、

東
南
過
随
県
西
。
叉
南
過
江
夏
安
陸
県
西
。

と
あ
る
安
陸
の
地
で
あ
る
。
こ
の
郡
の
属
県
の
曲
陵
県
も
、
水
経
注
の
こ
の
条
の
注
に
よ
る
と
、
こ
の
損
水
に
注
ぎ
込
む
撞
水
の
流
域
に

あ
る
故
、
安
陸
左
郡
は
、
今
の
湖
北
省
徳
安
（
隙
）
の
地
域
で
あ
る
。

故
、
南
の
字
一

流
の
地
帯
、
印

と
思
わ
れ
る
。

法
政
史
学
第
一
四
号

四
四

と
あ
っ
て
、
そ
れ
が
さ
き
に
見
た
⑥
の
光
城
左
郡
の
地
を
流
れ
る
黄
水
が
准
水
に
そ
そ
い
だ
地
点
よ
り
更
に
下
流
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
し
、
又
、
同
書
端
一
一
汝
水
の
条
の
注
に
、
「
汝
水
又
東
逵
褒
信
県
故
城
北
而
東
注
英
」
と
あ
り
、
そ
の
汝
水
は
経
文
に
「
南
入
於

准
」
と
あ
る
故
、
読
史
方
輿
紀
要
惜
五
河
南
五
息
県
の
条
に
、
褒
信
城
に
注
し
て
「
在
県
東
北
七
十
里
」
と
あ
る
如
く
、
苞
信
県
は
息
州

の
東
北
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
又
、
同
じ
く
属
県
の
慎
県
も
水
経
注
撚
一
一
一
潅
水
の
注
の
文
に
見
え
る
慎
水
と
関
連
あ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
・
読
史
方
輿
紀
要
蒋
二
江
南
一
一
一
願
上
県
の
条
の
慎
県
城
に
注
し
て
、
「
在
県
西
北
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
宋
書
糟
一
一
一

に
新
察
郡
が
あ
っ
て
、
そ
の
属
県
に
固
始
。
新
察
・
苞
信
と
あ
る
が
、
南
新
察
郡
に
も
苞
信
県
が
あ
っ
た
こ
と
は
今
見
た
如
く
で
あ
る

故
、
南
の
字
を
冠
し
た
南
新
察
郡
は
新
察
の
南
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
新
察
よ
り
も
汝
水
の
下
流
で
、
准
水
と
の
合
流
地
域
と
そ
の
下

流
の
地
帯
、
即
ち
、
⑥
の
辺
城
左
郡
と
⑥
の
光
城
左
郡
と
の
下
流
地
帯
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
陽
唐
左
県
も
そ
の
地
域
に
あ
っ
た
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⑤
の
西
陽
郡
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
水
経
注
鑑
一
一
一
江
水
の
経
文
に
「
叉
東
過
郷
県
南
・
郷
県
北
」
と
あ
る
条
の
注
に
、
希
水
が
揚
子
江

に
注
ぎ
込
む
希
水
口
を
述
べ
、
更
に
そ
の
下
流
に
つ
ぎ
一
一
一
一
口
及
し
、

叉
東
得
桑
歩
。
歩
下
有
章
浦
。
本
西
陽
郡
治
。
今
悉
荒
蕪
。

と
あ
る
の
が
、
西
陽
郡
治
で
あ
ろ
う
か
ら
、
読
史
方
輿
紀
要
総
七
湖
広
一
一
黄
岡
県
の
条
の
西
陽
城
に
注
し
て
、
「
府
東
南
百
一
一
一
十
里
」
と

あ
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
更
に
水
経
注
の
前
条
の
続
き
に
「
江
水
又
東
逵
西
陵
県
故
城
南
」
と
あ
る
が
、
西
陽
郡
の
属
県
の
一
つ
に

西
陵
県
が
あ
る
故
、
そ
の
県
も
同
じ
く
郡
治
よ
り
下
流
で
薪
春
の
上
流
の
地
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
希
水
左
県
で
あ
る
が
、
今
ふ
た
希
水
と
関
連
あ
る
こ
と
は
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
在
の
薪
水
県
を
流
れ
る
漏
水
が
そ

れ
で
あ
る
か
ら
、
読
史
方
輿
紀
要
総
七
湖
広
一
一
薪
水
県
の
注
に
、
「
劉
宋
於
此
立
希
水
左
県
属
西
陽
郡
」
と
あ
る
如
く
、
今
の
薪
水
県
が

希
水
左
県
で
あ
る
。
次
に
、
薪
水
左
県
は
同
じ
く
紀
要
に
薪
水
城
と
あ
る
も
の
で
薪
水
県
の
東
三
十
里
に
あ
り
と
述
べ
て
い
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
叉
、
東
安
左
県
は
薪
水
・
直
水
・
希
水
の
三
屯
を
も
っ
て
県
と
し
た
と
云
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
今
見
た
希
水
左
県
、
薪
水
左

県
を
含
め
た
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
陽
城
左
県
は
建
寧
左
郡
に
属
し
た
と
云
い
、
叉
、
赤
亭
・
陽
城
・
彰
城
（
梛
彰
）

の
一
一
一
県
を
も
っ
て
、
建
寧
郡
の
陽
城
県
と
な
し
た
と
云
う
の
で
あ
る
か
ら
、
陽
城
左
県
も
建
寧
左
郡
も
、
赤
亭
と
接
し
た
地
で
あ
る
こ
と

は
誤
り
な
い
。
こ
の
赤
亭
に
つ
い
て
は
、
水
経
注
硝
一
一
一
江
水
の
条
の
、
経
文
「
叉
東
過
邦
県
南
」
の
注
に
、

挙
水
又
東
南
歴
赤
亭
下
。
謂
之
赤
亭
水
。

と
あ
る
赤
亭
で
あ
る
。
現
在
、
湖
北
省
麻
城
県
の
東
に
挙
水
が
あ
る
。
読
史
方
輿
紀
要
糒
七
湖
広
二
麻
城
の
条
に
、
赤
亭
城
と
あ
り
、
そ

の
注
に
「
県
東
南
十
里
。
有
赤
亭
河
。
」
と
あ
る
の
が
、
赤
亭
県
で
あ
る
。
従
っ
て
、
陽
城
左
県
も
建
寧
左
郡
も
、
麻
城
県
を
含
ん
だ
地

域
で
あ
っ
た
こ
と
と
な
る
。
考
え
て
ふ
る
に
、
宋
書
の
薪
水
左
県
の
条
に
列
挙
さ
れ
た
十
八
県
は
挙
水
か
ら
薪
水
に
及
ぶ
地
域
で
、
揚
子

江
北
沿
の
地
方
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

宋
書
州
郡
志
に
見
え
る
左
郡
・
左
県
の
「
左
」
の
意
味
に
つ
い
て

四
五

東
北
、
光
山
県
及
び
再

か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑪
の
宋
安
左
郡
に
つ
い
て
は
、
そ
の
属
県
の
一
つ
に
楽
寧
県
と
あ
る
。
既
に
㈲
の
説
明
の
と
こ
ろ
で
見
た
如
く
、
朱
安
城
が
も
と
の
楽

寧
県
の
地
で
あ
っ
て
、
光
山
県
の
西
南
に
在
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
楽
寧
県
を
そ
の
七
属
県
の
一
と
し
て
有
し
た
宋
安
左
郡
は
応
山
県
の

東
北
、
光
山
県
及
び
羅
山
県
の
西
南
に
在
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
郡
の
、
お
そ
ら
く
そ
の
北
部
の
地
域
に
さ
き
に
糸
た
東
随
左
郡
が
置
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水
経
注
轌
一
一
薪
水
の
条
の
、
「
薪
水
出
江
夏
薪
春
北
山
」
の
経
文
に
、
注
し
て
、

水
首
受
希
水
枝
津
。
西
南
流
歴
薪
山
。
出
蛮
中
。
故
以
此
蛮
為
五
水
蛮
。
五
水
謂
巴
水
・
希
水
・
赤
亭
水
・
西
帰
水
・
薪
水
・
其
一

焉
。
蛮
左
懸
居
。
阻
籍
山
川
。
世
為
抄
暴
。
宋
世
沈
慶
之
於
西
陽
上
下
。
珠
伐
蛮
夷
。
即
五
水
蛮
也
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
薪
水
・
希
水
・
赤
亭
水
が
斬
水
左
県
・
希
水
左
県
・
赤
亭
左
県
と
関
連
の
あ
る
こ
と
は
再
び
申
す
ま
で

も
な
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
薪
水
は
蛮
中
に
出
で
、
叉
、
こ
れ
ら
の
蛮
は
五
つ
の
水
名
に
よ
っ
て
五
水
蛮
と
よ
ば
れ
、
そ
れ
ら
は
西
陽
郡
に

い
た
蛮
夷
で
、
南
朝
宋
の
沈
慶
之
に
よ
っ
て
討
伐
を
う
け
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
宋
書
磯
女
帝
本
紀
、
元
嘉
三
十
年
春
正
月
の
条
に

さ
て
、
以
上
⑥
か
ら
⑨
ま
で
の
例
に
よ
っ
て
、
左
郡
・
左
県
の
置
か
れ
た
地
域
を
考
察
し
て
ふ
る
に
、
安
徽
省
西
南
部
で
揚
子
江
よ
り

の
、
太
湖
県
、
桐
城
県
の
地
域
、
更
に
大
別
山
山
脈
を
隔
て
た
窪
山
県
の
稗
水
流
域
、
つ
い
で
そ
の
西
北
方
で
、
河
南
省
の
東
南
隅
の
史

水
流
域
、
更
に
そ
の
西
の
光
山
県
の
潰
水
流
域
、
そ
の
下
流
域
で
准
水
と
汝
水
と
合
流
し
た
地
域
、
更
に
は
湖
北
省
に
う
つ
り
、
温
水
流

域
で
徳
安
附
近
、
又
、
応
山
県
・
光
山
県
・
信
陽
県
と
に
囲
ま
れ
た
地
帯
、
又
、
挙
水
か
ら
薪
水
に
か
け
て
の
、
湖
北
省
東
部
で
、
揚
子

江
の
北
部
に
あ
た
る
地
域
等
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
即
ち
安
徽
省
、
河
南
省
、
湖
北
省
の
三
省
が
相
接
す
る
地
帯
で
、
大
別
山
山
脈
を
分
水

嶺
と
し
て
流
れ
出
る
諸
水
の
流
域
と
桐
柏
山
に
発
す
る
准
水
の
上
流
域
や
渦
水
流
域
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
た
だ
十
一
番
目
の
例
で

あ
る
③
の
糸
は
、
そ
れ
ら
と
は
全
く
異
っ
て
、
広
西
省
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
前
の
③
か
ら
③
ま
で
の
十
例
と
は
全
く
孤
立
し
て
い

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
論
述
の
便
宜
上
、
後
述
す
る
。

Ｚ一》。

地
域
は
判
明
せ
ぬ
。

さ
て
、
以
上
句
《

法
政
史
学
第
一
四
号

四
六

㈹
の
始
建
国
の
属
県
で
あ
る
楽
化
左
県
で
あ
る
が
、
こ
の
始
建
国
は
宋
書
州
郡
志
に
あ
る
如
く
、
三
国
呉
の
始
安
郡
で
、
始
安
県
は
今

（
６
）

の
桂
林
で
あ
る
。
又
、
属
県
に
平
楽
県
と
あ
り
、
そ
こ
に
楽
川
水
が
あ
る
故
、
楽
化
左
県
も
そ
れ
ら
と
関
連
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
そ
の

左
郡
、
左
県
が
蛮
民
と
関
連
あ
る
ら
し
い
こ
と
は
既
に
触
れ
た
如
く
で
あ
る
が
、
更
に
こ
の
点
に
つ
き
考
察
を
進
め
て
ふ
る
こ
と
と
す

(三）
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と
あ
っ
て
、
蛮
戸
を
も
っ
て
宋
安
と
光
城
の
二
郡
を
立
て
、
蛮
脚
の
田
義
之
及
び
田
光
興
を
も
っ
て
、
各
々
郡
の
太
守
と
な
し
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
が
、
光
城
郡
は
既
に
㈲
で
ふ
た
光
城
左
郡
で
あ
る
こ
と
は
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
河
南
の
光
山
県
を
中
心
と
し

た
地
で
あ
る
。
又
、
宋
安
郡
は
②
で
み
た
宋
安
左
郡
で
あ
り
、
㈲
で
み
た
通
り
で
、
信
陽
の
南
方
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
田
益
之
の
封

ぜ
ら
れ
た
辺
城
県
は
⑥
で
み
た
辺
城
左
郡
の
辺
城
で
あ
る
か
ら
、
史
水
流
域
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
し
、
又
、
成
邪
財
の
封
ぜ
ら
れ
た
陽
城

県
は
⑤
で
ふ
た
西
陽
郡
の
属
県
の
一
で
あ
る
陽
城
左
県
で
あ
り
、
郡
の
西
部
の
地
で
あ
る
。

宋
書
州
郡
志
に
見
え
る
左
郡
・
左
県
の
「
左
」
の
意
味
に
つ
い
て

四
七

と
あ
っ
て
、
子
州
蛮
に
つ
き
述
べ
、
西
陽
の
五
水
蛮
が
山
の
深
岨
に
あ
っ
て
種
落
を
な
し
て
勢
が
盛
ん
で
、
歴
世
、
窪
を
な
し
た
こ
と
を

伝
え
て
い
る
。
な
お
、
北
は
准
水
汝
水
に
接
し
、
南
は
揚
子
江
漢
江
に
及
ん
で
い
た
こ
と
示
し
て
い
る
。
更
に
、
同
予
州
蛮
伝
を
見
る

と
、

「
江
州
刺
史
武
陵
王
諄
統
衆
軍
伐
西
陽
蛮
」
と
あ
り
、
同
書
糒
孝
武
帝
本
紀
、
同
年
の
条
に
「
時
縁
江
蛮
為
冠
。
太
祖
道
太
子
歩
兵
校
尉

沈
慶
之
等
伐
之
」
と
あ
り
、
同
書
悩
五
垣
護
之
伝
に
も
、
「
復
隷
沈
慶
之
。
伐
西
陽
蛮
」
、
同
書
峅
七
沈
牧
之
伝
に
、
「
随
慶
之
征
伐
。
一
一

十
九
年
征
西
陽
蛮
」
、
同
書
硝
七
柳
一
兀
景
伝
に
「
又
使
率
所
領
進
西
陽
。
会
伐
五
水
蛮
」
、
同
書
囎
八
解
安
都
伝
に
も
「
価
伐
西
陽
五
水
蜜
」

と
あ
っ
て
、
揚
子
江
に
沿
う
縁
江
蛮
即
ち
西
陽
蛮
、
あ
る
い
は
五
水
蛮
と
よ
ば
れ
る
蛮
が
西
陽
郡
に
居
て
、
南
朝
宋
の
討
伐
を
受
け
て
い

る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
特
に
そ
の
討
伐
の
中
心
と
な
っ
た
沈
慶
之
の
伝
を
朱
書
艦
七
に
ふ
る
に
、

是
時
亡
命
司
馬
里
宕
・
蹴
江
叛
吏
夏
侯
方
進
在
西
陽
五
水
。
諦
動
群
蛮
。
自
准
汝
至
子
江
汚
成
罹
其
患
。
十
月
避
慶
之
祷
諸
将
討
之
。

詔
江
予
荊
雍
並
遣
軍
。
受
慶
之
節
度
。
三
十
年
正
月
世
祖
出
次
五
洲
総
統
蔓
帥
。
慶
之
従
巳
水
出
五
洲
。
…
…
四
年
西
陽
五
水
蜜
復
為

題
。
慶
之
以
郡
公
統
諸
軍
討
之
。
攻
戦
経
年
。
皆
悉
平
定
。

と
あ
っ
て
、
そ
の
討
伐
に
つ
ぎ
述
べ
て
い
る
。
な
お
更
に
、
宋
書
硝
九
蛮
夷
、
子
州
蛮
の
条
に
、

西
陽
有
巴
水
・
斬
水
・
希
水
・
赤
亭
水
・
西
帰
水
。
謂
之
五
水
。
蛮
所
在
並
深
岨
。
種
落
熾
盛
。
歴
世
為
盗
賊
。
北
接
准
汝
。
南
極

邑
三
千
一
戸
。

江
漢
。
地
方
数
千
里
。

西
陽
蛮
田
益
之
・
田
義
之
・
成
邪
財
・
田
光
興
等
起
義
。
攻
卸
州
刑
之
。
以
益
之
為
輔
国
将
軍
都
統
囮
山
軍
人
。
叉
以
蛮
戸
立
宋
安

・
光
城
二
郡
。
以
義
之
為
宋
安
太
守
。
光
興
為
竜
駿
将
軍
光
城
太
守
。
封
益
之
辺
城
県
王
食
邑
四
百
一
十
一
戸
。
成
邪
財
陽
城
県
王
食
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記
事
が
あ
っ
た
。
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四
八

以
上
に
よ
っ
て
、
西
陽
蛮
と
は
西
陽
郡
の
蜜
’
五
水
蛮
ｌ
ば
か
り
で
な
く
、
大
別
山
山
脈
の
北
麓
の
准
河
上
流
域
の
蛮
を
も
含
め

て
称
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
北
接
准
汝
。
南
極
江
漢
。
地
方
数
千
里
」
と
述
ぺ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
朱
書
総
九
子
州
蛮
の
条
に
は
、

蛮
左
愚
居
。
阻
籍
山
川
。
世
為
抄
暴
。
宋
世
沈
慶
之
於
西
陽
上
下
謙
伐
蛮
夷
。
即
五
水
蛮
也
。

西
陽
の
蛮
夷
、
即
ち
五
水
蛮
を
こ
こ
に
蛮
左
と
称
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
ぺ
ぎ
こ
と
で
あ
る
。

蛮
左
に
つ
い
て
は
十
七
史
商
権
勝
六
に
「
蛮
左
」
の
条
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
で
、

案
北
史
斉
高
祖
神
武
皇
紀
天
平
元
年
。
神
武
上
表
於
魏
孝
武
帝
日
。
荊
州
紺
接
蛮
左
。
密
邇
畿
服
。
蛮
左
即
蛮
夷
。
乃
当
時
語
。
崔

延
伝
云
。
除
征
虜
将
軍
荊
州
刺
史
。
荊
州
土
険
蛮
左
為
志
。
毎
有
聚
結
。
延
伯
諏
自
討
之
是
也
。
魏
斉
周
請
書
亦
皆
有
之
。

と
あ
っ
て
、
蛮
左
即
ち
蛮
夷
と
な
し
、
そ
れ
が
当
時
の
語
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
十
分
と
は
思
え
な

い
。

と
あ
る
が
⑤
で
糸
た
如
く
、
晋
煕
郡
の
属
県
に
太
湖
左
県
、
呂
亭
左
県
が
あ
り
、
予
部
蛮
民
を
も
っ
て
立
つ
と
あ
る
故
、
梅
式
生
も
こ
の

蛮
両
の
一
人
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
南
斉
書
噛
五
蛮
、
東
南
夷
伝
に
、

宋
世
封
西
陽
蛮
梅
騒
生
為
高
山
侯
。
田
治
生
為
威
山
侯
。
梅
加
羊
為
粁
山
侯
。

と
の
べ
、
西
陽
蛮
に
田
氏
と
共
に
梅
氏
が
居
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
故
、
晋
煕
郡
の
梅
氏
も
そ
れ
と
同
族
で
あ
っ
た
ろ
う
。

要
す
る
に
南
朝
宋
が
置
い
た
左
郡
左
県
は
大
別
山
山
脈
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
当
時
居
住
し
て
い
た
所
謂
子
州
蛮
の
蛮
戸
に
よ
っ
て
立

て
ら
れ
た
郡
県
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
特
別
の
例
で
あ
る
②
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

ｊ四く

水
経
注
粥
一
二
軟
水
の
注
に
五
水
を
説
明
し
、
そ
の
地
の
蛮
を
五
水
蛮
と
云
っ
た
こ
と
は
既
に
掲
げ
た
如
く
で
あ
る
が
、
そ
の
文
に
左
の

晋
煕
蛮
梅
式
生
亦
起
義
。
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と
あ
り
、
叉
、
既
に
宋
書
の
予
州
蛮
伝
で
見
た
如
く
西
陽
蛮
の
田
益
之
・
田
義
之
・
田
光
興
等
が
光
城
・
宋
安
郡
、
辺
城
等
の
太
守
な

ど
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
田
益
宗
は
そ
の
一
族
で
、
大
別
山
山
脈
北
麓
の
蛮
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
地
方
の
蛮

を
蛮
左
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
は
誤
り
な
か
ろ
う
。
叉
、
魏
書
鳩
七
劉
桃
符
伝
に
も
、
彼
が
田
益
宗
を
慰
噛
し
た
こ
と
を
述
べ
、

桃
符
善
仙
蛮
左
。
為
民
吏
所
懐
。

と
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
宋
書
州
郡
志
に
見
え
る
左
郡
左
県
の
地
域
に
蛮
左
と
呼
ば
れ
る
蛮
が
居
た
こ
と
は
明
か
と
な
っ
た
。
従
っ
て
蛮
戸
を

（
７
）

も
っ
て
置
い
た
左
郡
左
県
の
「
左
」
が
、
蛮
左
の
「
左
」
と
関
連
あ
る
も
の
と
老
』
え
る
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
、
さ
き
に
残
し
て
お
い
た
②
の
楽
化
左
県
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
こ
の
県
が
他
の
左
郡
・
左
県
と
全
く
孤
立
し
て
い

宋
書
州
郡
志
に
見
え
る
左
・
郡
左
県
の
「
左
」
の
意
味
に
つ
い
て

四
九

磯
四
閥
或
伝
に
よ
る
と
、

さ
て
、
魏
書
蝋
四
費
穆
伝
に
、

妖
賊
李
洪
於
陽
城
起
逆
。
連
結
蛮
左
。

と
あ
る
が
、
陽
城
は
⑤
で
糸
た
如
く
、
西
陽
郡
の
属
県
で
あ
る
陽
城
左
県
で
あ
る
か
ら
、
妖
賊
李
洪
が
反
乱
を
起
し
て
連
結
し
た
と
云
う

蛮
左
は
既
に
見
た
西
陽
郡
の
蛮
で
あ
っ
た
こ
と
と
な
る
。
魏
書
硝
四
閥
珍
伝
に
、

高
祖
初
蛮
首
桓
誕
帰
款
。
朝
廷
思
安
辺
之
略
。
以
誕
為
東
荊
州
刺
史
。
令
珍
為
使
。
興
誕
招
慰
蛮
左
。
珍
自
懸
瓠
西
入
一
一
一
百
余
里
。

至
桐
相
山
。
窮
堆
源
。
宣
揚
恩
沢
。
莫
不
降
附
。

と
あ
っ
て
、
閥
珍
が
蛮
藺
の
桓
誕
と
共
に
、
蛮
左
を
招
慰
し
、
懸
瓠
即
ち
汝
南
県
よ
り
桐
相
山
に
至
り
、
准
河
の
源
を
窮
め
、
そ
の
地
の

蛮
左
を
帰
順
せ
し
め
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
准
河
の
上
源
地
方
の
蛮
を
蛮
左
と
云
っ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
更
に
魏
書

遷
平
遠
将
軍
東
予
州
刺
史
。
或
綏
懐
蛮
左
。
頗
得
其
心
。
蛮
酉
田
益
宗
子
魯
賢
先
叛
父
南
入
。
数
為
題
掠
。
自
或
至
州
。
魯
生
等
威

儀
放
修
敬
不
復
為
害
。
以
蛮
俗
荒
梗
不
識
礼
儀
。
乃
表
立
太
学
。

と
あ
っ
て
、
閥
或
が
蛮
左
を
綏
懐
し
、
蛮
酋
田
益
宗
の
子
を
心
服
さ
せ
蛮
俗
の
教
化
に
尺
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
が
、
こ
の
田
益
宗

に
つ
い
て
は
、
魏
書
靜
六
の
彼
の
伝
に
、

田
益
宗
光
城
蛮
也
。
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Ｊ五く

魏
書
囎
四
宇
女
福
伝
に
よ
る
と

又
詔
福
行
予
州
事
。
与
東
予
州
刺
史
田
益
宗
共
相
影
援
。
綏
過
蛮
楚
。

と
あ
る
。
即
ち
宇
文
福
が
予
州
に
て
田
益
宗
と
共
に
蛮
の
綏
撫
に
功
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
田
益
宗
に
つ
い
て
は

既
に
見
た
如
く
で
、
光
城
蛮
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
魏
書
聡
四
閥
或
伝
で
見
た
如
く
、
こ
の
光
城
蛮
は
蛮
左
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
、
こ
の
宇
文
福
伝
で
は
、
「
綏
鎚
蛮
坐
」
」
と
あ
っ
て
、
蛮
楚
の
字
を
用
い
て
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
叉
、
魏

書
粥
六
田
益
宗
伝
に
も
、
同
じ
こ
と
を
述
ぺ
た
の
で
あ
る
が
、

法
政
史
学
第
一
四
号

五
○

る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
如
く
で
あ
る
。
一
体
こ
の
始
安
国
即
ち
三
国
呉
の
始
安
郡
の
地
は
湖
南
の
零
陵
郡
の
南
部
を
割
い
た
地
で
、
宋
書

州
郡
志
で
も
湘
州
に
属
し
て
い
る
。
こ
の
零
陵
の
地
は
後
漢
書
浄
常
南
蛮
伝
に
よ
る
と
武
陵
蛮
と
共
に
あ
ら
わ
れ
る
零
陵
蛮
の
地
で
あ

（
８
）

る
。
始
安
郡
の
地
も
蛮
の
居
住
地
で
、
特
に
こ
の
地
は
濫
族
の
多
い
地
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
武
陵
蛮
と
関
連
の
あ
る
零
陵
蛮
に
接
し
、

叉
、
狢
族
は
武
陵
蛮
と
同
じ
く
盤
瓠
の
後
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
始
安
国
内
の
蜜
を
武
陵
蜜
と
同
じ
く
蛮
左
と
呼
ん
だ
の
で

あ
ろ
う
。
即
ち
水
経
注
艦
三
玩
水
の
条
の
注
に
、

武
陵
有
五
渓
。
…
…
來
溪
悉
是
蛮
左
所
居
。
故
謂
此
蛮
五
渓
蛮
也
。

と
の
べ
、
五
溪
蛮
即
ち
武
陵
蜜
を
蛮
左
と
呼
ん
で
い
る
し
、
又
、
魏
書
錯
七
崔
延
伯
伝
に
も
、
「
荊
州
士
険
。
蛮
左
為
志
」
と
あ
っ
て
荊

（
９
）

州
の
蛮
を
蛮
左
と
呼
ん
で
い
る
故
、
そ
れ
と
接
し
た
湘
州
始
安
国
の
蜜
を
も
っ
て
立
て
た
県
を
左
県
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
こ
で
附
言
し
て
お
く
が
、
南
斉
書
聡
一
州
郡
志
に
よ
る
と
左
郡
・
左
県
が
、
宋
書
州
郡
志
に
比
較
し
て
更
に
多
数
あ
ら
わ
れ

る
し
、
又
そ
れ
は
地
域
的
に
い
っ
て
更
に
広
範
囲
に
亙
っ
て
い
る
。
そ
し
て
叉
、
蛮
左
の
語
が
梁
書
憐
五
滅
厳
伝
、
陳
書
塒
欧
陽
傾
伝
、

同粥一漕干量伝、周書精一独孤信伝、同燗一一史寧伝、同謎一一一趙剛伝、同略三楊敷伝、同蝋三解慎伝、同蝋一一一郭彦伝、
同
囎
四
楽
遜
伝
等
に
見
え
、
南
北
朝
共
に
こ
の
語
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
蛮
左
の
適
用
範
囲
も
広
く
な
っ
て

い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
南
斉
書
州
郡
志
の
左
郡
・
左
県
と
共
に
別
に
稿
を
改
め
て
論
ず
る
つ
も
り
で
あ
る
。
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と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
史
寧
は
荊
蛮
が
反
し
た
の
で
、
之
を
平
げ
て
撫
慰
し
た
と
こ
ろ
、
蛮
左
が
皆
降
服
し
た
と
云
う
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
荊
蛮
が
即
ち
蛮
左
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
古
く
詩
経
や
国
語
に
よ
る
も
、
荊
蛮
は
蛮
荊
と
も
云
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
楚
そ
の
も
の
で
あ
り
、
叉
、
そ
れ
を
荊
楚
と
も
云

っ
た
。
一
体
、
楚
が
春
秋
戦
国
時
代
に
、
南
方
の
強
国
で
中
原
諸
国
の
一
大
敵
国
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
楚
は

漢
民
族
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
発
祥
地
が
湖
北
省
の
帰
州
で
あ
り
、
江
漢
の
間
に
勢
力
を
伸
し
、
江
上
の
楚
蛮
の
地
に
諸
子
を
封

じ
た
こ
と
竿
は
史
記
脳
四
の
楚
世
家
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
、
）

和
田
清
博
士
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
後
漢
書
粥
汚
南
蛮
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
諸
蛮
は
す
べ
て
楚
の
辺
縁
の
諸
部
で
あ
る
か
ら
、

南
北
朝
の
頃
も
、
そ
の
地
の
蛮
を
荊
蛮
あ
る
い
は
蛮
楚
と
称
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
蛮
楚
を
ま
た
音
通
に
よ
っ
て
蛮
左
と
云

う
字
面
で
書
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
宋
書
州
郡
志
に
見
え
る
左
郡
・
左
県
は
蛮
左
即
ち
蛮
楚
を
も
っ
て
立
て
た
郡
県
で
あ

る
と
云
う
意
味
で
、
恐
ら
く
実
際
に
楚
の
余
類
を
も
っ
て
立
て
ら
れ
た
郡
県
で
あ
っ
た
ろ
う
。

な
お
、
晴
書
増
一
一
一
地
理
志
に
見
え
る
左
人
や
他
の
文
献
に
見
え
る
左
語
等
も
同
じ
く
楚
と
関
連
あ
る
も
の
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
に
つ

い
て
は
別
に
論
ず
ろ
予
定
で
あ
る
。

又
詔
益
宗
率
其
部
曲
並
州
鎮
文
武
。
与
仮
節
征
虜
将
軍
太
僕
少
卿
宇
女
福
綏
防
蛮
楚
。

と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
蛮
楚
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
蛮
左
は
ま
た
蛮
楚
と
も
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。

翁
然
降
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
蛮
左
は
１

文
、
周
書
噛
一
史
寧
伝
に
、

抜
勝
為
荊
州
刺
史
。
寧
以
本
官
為
勝
軍
司
。
率
歩
騎
一
千
。
随
勝
之
部
。
値
荊
蛮
騒
動
。
三
鴎
路
絶
。
寧
先
駆
平
之
。
因
撫
慰
蛮
左

宋
書
州
郡
志
に
承
え
る
左
郡
・
左
県
の
「
左
」
の
意
味
に
つ
い
て

五
一
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（
９
）
例
⑩
の
左
県
も
荊
州
に
属
す
。

（
８
）
梁
書
噌
一
一
張
績
伝
に
「
零
陵
衡
陽
等
郡
有
莫
橋
者
・
依
山
険
為
居
・

歴
政
不
賓
服
。
」
と
あ
る
。
又
、
拙
稿
「
広
西
蛮
い
い
の
始
遷
祖
に
つ

（
６
）
読
史
方
輿
紀
要
聡
←
広
西
一
一
平
楽
県
の
条
・

（７）周一良氏も前掲論文（型で、「宋斉両志所謂左郡左県即因
蛮
左
而
置
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
前
に
述
べ
た
如
く
、
左
郡
左
県
の

位
置
に
つ
い
て
説
明
不
十
分
で
あ
る
し
、
又
、
蛮
左
の
分
布
地
に
つ

（
４
）
周
一
良
「
南
朝
境
内
之
各
種
人
及
政
府
対
待
之
之
政
策
」
愈
砒
舞

蛎
繩
錘
趨
銅
酸
赫
蘂
）
第
一
節
「
南
朝
境
内
各
種
人
方
分
怖
」
で
、
蛮

に
一
一
一
一
口
及
し
て
あ
る
が
、
南
朝
全
般
に
亙
る
た
め
か
、
左
郡
・
左
県
の

所
在
地
に
つ
い
て
は
一
部
の
承
掲
げ
て
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

（
５
）
⑧
例
の
文
で
は
東
随
二
左
郡
と
あ
っ
た
が
、
こ
の
字
は
術
り
で
あ
る

註

（
１
）
辺
城
が
重
複
し
て
い
る
・
二
十
二
史
考
異
華
二
州
郡
志
二
に
「
辺
城

字
重
出
。
去
其
一
噸
》
野
”
城
と
あ
る
・

（
２
）
一
一
十
二
史
考
異
毫
二
州
郡
志
二
に
指
摘
し
て
あ
る
如
く
、
上
の
「
両
」

の
字
は
郡
の
讃
、
下
の
「
両
」
の
字
は
四
の
讃
で
あ
る
。

（
３
）
朱
書
壁
一
一
州
郡
志
の
考
証
に
「
彰
城
当
作
彰
波
」
と
あ
る
如
く
、
城

尺
ノ
。

朱
書
壁
一
一
州
諏

は
波
の
誤
り
。

い
て
」
繍
緬
率
霊
学
）
参
照
。

い
て
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
な
い
。

法
政
史
学
第
一
四
号

五
二

（
、
）
和
田
清
博
士
「
周
代
の
変
貌
に
つ
い
て
」
（
藷
繍
判
雛
率
捻
糯
鐘
諜
、
・
噸
群
）
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